
山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

月 曜 日

号
外
第
十
五
号

　

令
和
二
年

三
月
三
十
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

規　
　
　

則

○
山
梨
県
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則	

一

○
山
梨
県
卸
売
市
場
法
施
行
細
則	

二

○
山
梨
県
庁
舎
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四

○
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四

○
山
梨
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

五

○
山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

六

○
山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

八

○
山
梨
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

八

○
山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
〇
八

○
山
梨
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

	

一
〇
九

　

規
則

○
山
梨
県
地
球
温
暖
化
対
策
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
〇
九

○
山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
二
二

○
山
梨
県
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
二
二

○
山
梨
県
宅
地
開
発
事
業
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	
一
二
八

○
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	
一
二
八

○
青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

	

一
二
八

　

規
則

○
山
梨
県
辺
地
振
興
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
過
疎
地
域
振
興
条
例
施
行
規
則
を
廃
止

	

一
二
九

　

す
る
規
則

○
山
梨
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則	

一
二
九

　
　
　
　
　
　

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
三
号

　

山
梨
県
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年

山
梨
県
条
例
第
四
号
。
次
条
及
び
第
三
条
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
自
転
車
小
売
業
者
の
登
録
に
関
す
る
基
準
）

第
二
条　

条
例
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　

一	　

自
転
車
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
条
例
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に

よ
る
交
通
事
故
の
防
止
の
た
め
の
措
置
等
に
関
す
る
啓
発
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

　

二	　

自
転
車
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
条
例
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
必
要
な
点
検
及
び
整
備
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
防
犯
対
策
に
関
す
る
啓
発
を
行
っ

て
い
る
こ
と
。

　

三	　

自
転
車
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
自
転
車
の
安
全
利
用
の
促
進
及
び
自
転
車
等
の
駐

車
対
策
の
総
合
的
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
十
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
防
犯
登
録
（
次
条
第
五
号
に
お
い
て
「
防
犯
登
録
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
提

供
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

　

四	　

山
梨
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
九
条
の
暴
力
団
員

又
は
暴
力
団
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

（
自
転
車
貸
付
事
業
者
の
登
録
に
関
す
る
基
準
）

第
三
条　

条
例
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　

一	　

貸
付
け
の
用
に
供
す
る
自
転
車
に
つ
い
て
、
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
通
事
故
の

防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

　

二	　

貸
付
け
の
用
に
供
す
る
自
転
車
に
つ
い
て
、
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
点

検
及
び
整
備
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

　

三	　

幼
児
用
座
席
が
取
り
付
け
ら
れ
た
自
転
車
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
自
転
車
貸
付
事
業
者
に
あ

っ
て
は
、
当
該
自
転
車
を
借
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
幼
児
用
座
席
に
乗
車
さ
せ
る
幼

児
に
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
及
び
幼
児
用
座
席
に
備
え
ら
れ
た
ベ
ル
ト
を
着
用
さ
せ
る
よ
う
勧
奨
し

て
い
る
と
と
も
に
、
幼
児
の
た
め
の
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

　

四	　

幼
児
又
は
児
童
が
利
用
す
る
自
転
車
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
自
転
車
貸
付
事
業
者
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
監
護
す
る
幼
児
又
は
児
童
の
た
め
に
当
該
自
転
車
を
借
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し

て
、
当
該
自
転
車
を
利
用
す
る
幼
児
又
は
児
童
に
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
及
び
肘
当
て
、
膝
当
て
、

手
袋
そ
の
他
の
交
通
事
故
に
よ
る
被
害
の
軽
減
に
資
す
る
器
具
を
着
用
さ
せ
る
等
の
安
全
上
の
措

置
を
講
ず
る
よ
う
勧
奨
し
て
い
る
と
と
と
も
に
、
幼
児
又
は
児
童
の
た
め
の
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

二

の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

　

五　

貸
付
け
の
用
に
供
す
る
自
転
車
に
つ
い
て
、
防
犯
登
録
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

　

六　

貸
付
け
の
用
に
供
す
る
自
転
車
を
適
切
に
保
管
す
る
場
所
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

　

七	　

山
梨
県
暴
力
団
排
除
条
例
第
九
条
の
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関

係
を
有
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
号

　

山
梨
県
卸
売
市
場
法
施
行
細
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　
　
　

山
梨
県
卸
売
市
場
法
施
行
細
則

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
。
次
条
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
身
分
証
明
書
）

第�

二
条　

法
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
三
項
の
証
明
書
は
、
身
分
証
明
書
（
別
記

様
式
）
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
卸
売
市
場
法
及
び
食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三

十
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
六
月
二
十
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

三

別記様式（第2条関係）別記様式 （第２条関係）

（表）
６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

第     号

写 真

      身分証明書

所属              

職氏名             

生年月日            

上記の者は、卸売市場法第１４条において準用する同法第１２条第２項の規

定による地方卸売市場の立入検査をする職員であることを証明する。

年 月 日

山梨県知事           印

９センチメートル

（裏）

卸売市場法（抜粋）

（報告及び検査）

第１２条 略

２ 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、中央卸売市場の開設

者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当

該職員に、中央卸売市場の開設者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、

その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させること

ができる。

３ 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し

、関係人に提示しなければならない。

４ 第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

してはならない。

（準用）

第１４条 第５条から第１０条まで、第１１条（第１項第１号に係る部分を除く。

）及び第１２条の規定は、前条第１項の認定について準用する。この場合におい

て、これらの規定（第６条第１項を除く。）中「農林水産大臣」とあるのは「都

道府県知事」と、第６条第１項中「第４条第２項各号」とあるのは「第１３条第

２項各号」と、「農林水産大臣」とあるのは「その所在地を管轄する都道府県知

事（以下第１２条までにおいて「都道府県知事」という。）」と、同条第３項中

「第４条第２項」とあるのは「第１３条第２項」と、第８条第１項第２号及び第

２項中「第１３条第１項」とあるのは「第４条第１項」と、第１１条第１項第２

号中「第４条第５項各号」とあるのは「第１３条第５項各号」と読み替えるもの

とする。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

四

山
梨
県
規
則
第
五
号

　

山
梨
県
庁
舎
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　
　
　

山
梨
県
庁
舎
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
庁
舎
等
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
十
三
条
中
「
守
衛
」
を
「
警
備
員
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
号

　

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　
　
　

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
の
表
山
梨
県
総
合
計
画
審
議
会
の
項
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
梨
県
科
学

技
術
・
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン

会
議

特
別
委
員

一　

学
識
経
験
の
あ
る
者

二　

関
係
行
政
機
関
の
職
員

三　

県
の
職
員

四	　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の

他
県
が
必
要
と
認
め
る
者

専
門
の
事
項
に

つ
い
て
調
査
審

議
す
る
こ
と
。

　

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
会
長
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

	　

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
附
属
機
関
（
次
に
掲
げ
る
附
属
機
関
を
除
く
。
）
に
会
長

を
、
次
に
掲
げ
る
附
属
機
関
に
委
員
長
を
置
く
。

　

一　

山
梨
県
社
会
福
祉
審
議
会

　

二　

感
染
症
診
査
協
議
会　

　

三　

山
梨
県
出
資
法
人
経
営
検
討
委
員
会

　

四　

山
梨
県
ブ
ラ
ン
ド
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業
審
査
委
員
会

　

五　

山
梨
県
農
村
環
境
保
全
向
上
対
策
検
討
委
員
会

　

六　

み
ん
な
で
つ
く
る
博
物
館
協
議
会

　

七　

山
梨
県
立
博
物
館
運
営
委
員
会

　

八　

山
梨
県
立
博
物
館
資
料
・
情
報
委
員
会

　

九　

山
梨
県
入
札
監
視
委
員
会

　

十　

山
梨
県
総
合
評
価
委
員
会

　

十
一　

山
梨
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会

　

第
四
条
第
二
項
の
表
中
山
梨
県
総
合
計
画
審
議
会
の
項
及
び
山
梨
県
卸
売
市
場
審
議
会
の
項
を
削

り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
梨
県
交
通
政
策
会
議

一
人

山
梨
県
生
活
習
慣
病
検
診
管
理
指
導
協
議
会

二
人

山
梨
県
ジ
ュ
エ
リ
ー
マ
ス
タ
ー
認
定
委
員
会

一
人

山
梨
県
公
共
事
業
評
価
委
員
会

一
人

　

第
五
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
梨
県
立
美
術
館
協
議
会

過
半
数

山
梨
県
考
古
博
物
館
協
議
会

過
半
数

山
梨
県
文
学
館
協
議
会

過
半
数

山
梨
県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会

過
半
数

山
梨
県
文
学
館
協
議
会

過
半
数

山
梨
県
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
協
議
会

過
半
数

山
梨
県
ジ
ュ
エ
リ
ー
マ
ス
タ
ー
認
定
委
員
会

過
半
数



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

五

山
梨
県
ブ
ラ
ン
ド
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業
審
査
委
員
会

過
半
数

山
梨
県
立
博
物
館
資
料
・
情
報
委
員
会

過
半
数

山
梨
県
総
合
評
価
委
員
会

過
半
数

　

第
六
条
第
一
項
の
表
中
山
梨
県
総
合
計
画
審
議
会
の
項
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
梨
県
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議

部
会

山
梨
県
交
通
政
策
会
議

部
会

山
梨
県
生
活
習
慣
病
検
診
管
理
指
導
協
議
会

部
会

山
梨
県
立
美
術
館
専
門
委
員
会

部
会

山
梨
県
公
共
事
業
評
価
委
員
会

小
委
員
会

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
二
項
の
表
の
改
正
規
定

（
山
梨
県
卸
売
市
場
審
議
会
の
項
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
卸
売
市
場
法
及
び
食
品
流
通
構
造
改

善
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
七
号

　

山
梨
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ハ
及
び
第
三
項
第
三
号
ホ
」
を
「
第
十
一
条

第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
（
同
号
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第

三
項
第
三
号
（
同
号
ホ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
三
項
第
五

号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
四
項
」
を
「
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
。

以
下
同
じ
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
（
第
五
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
次
項

第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2
	　

文
書
又
は
図
画
の
条
例
第
十
七
条
第
一
項
（
第
三
号
に
あ
っ
て
は
、
同
項
及
び
情
報
通
信
技
術
利

用
条
例
第
四
条
第
一
項
）
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
実
施
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
（
第
二
号
及

び
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
当
該
文
書
又
は
図
画
の
保
存
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な

く
、
か
つ
、
実
施
機
関
が
そ
の
保
有
す
る
処
理
装
置
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指

令
で
あ
っ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
当
該
文
書
又
は
図
画
の
開
示
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
り
、
第

三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に

規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
（
次
項
に
お
い
て
「
電
子
開

示
請
求
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
と
す
る
。

　

一	　

当
該
文
書
又
は
図
画
を
用
紙
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
印
画
し

た
も
の
の
交
付

　

二	　

当
該
文
書
又
は
図
画
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク

（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
又
は
Ｘ
六
二
四
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
次
項
第
四

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。

次
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

　

三	　

当
該
文
書
又
は
図
画
の
開
示
の
実
施
を
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
方
法

3
	　

電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
の
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法

で
あ
っ
て
、
実
施
機
関
が
そ
の
保
有
す
る
処
理
装
置
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
（
第
五
号
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
電
子
開
示
請
求
の
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

　

一　

当
該
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧

　

二　

当
該
電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
、
視
聴
又
は
聴
取

　

三　

当
該
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
交
付

　

四　

当
該
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

　

五	　

当
該
電
磁
的
記
録
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
実
施
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力

装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
開
示
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
開
示
を
受
け



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

六

る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
複
写
さ
せ
る
方
法

　

第
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
る
。

　

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
十
五
条
関
係
）

行
政
文
書
の
種
別

開
示
の
実
施
の
方
法

開
示
実
施
費
用
の
額

一　

文
書
又
は
図
画

イ　

用
紙
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

Ａ
三
判
以
下
の
大
き

さ
の
用
紙
一
枚
に
つ

き
十
円
（
カ
ラ
ー
で

複
写
し
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
四
十
円
）

ロ	　

ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電

磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格

Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す
る

直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク

の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も

の
に
限
る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

一
枚
に
つ
き
七
十
円

ハ	　

ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電

磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格

Ｘ
六
二
四
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再

生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
に

複
写
し
た
も
の
の
交
付

一
枚
に
つ
き
百
十
円

ニ	　

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も

の
の
交
付

当
該
交
付
に
要
す
る

費
用
に
相
当
す
る
額

二　

電
磁
的
記
録

イ　

用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
交
付

Ａ
三
判
以
下
の
大
き

さ
の
用
紙
一
枚
に
つ

き
十
円
（
カ
ラ
ー
で

出
力
し
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
四
十
円
）

ロ	　

光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇

六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二

十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装

置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限

る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

一
枚
に
つ
き
七
十
円

ハ	　

光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
四

一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ

と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
に
複
写
し
た

も
の
の
交
付

一
枚
に
つ
き
百
十
円

ニ	　

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も

の
の
交
付

当
該
交
付
に
要
す
る

費
用
に
相
当
す
る
額

　

備
考	　

一
の
項
イ
又
は
二
の
項
イ
の
場
合
に
お
い
て
、
両
面
印
刷
の
用
紙
を
用
い
る
と
き
は
、
片
面

を
一
枚
と
し
て
額
を
算
定
し
、
Ａ
三
判
を
超
え
る
大
き
さ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
Ａ
三
判
に
よ

る
用
紙
を
用
い
た
場
合
の
枚
数
に
換
算
し
て
算
定
す
る
。

　

第
六
号
様
式
中
「起

算
し
て
3
0
日
以
内

」
を
「3

0
日
以
内

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
八
号

　

山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
。
以
下
同
じ
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2
	　

条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
本
文
の
文
書
又
は
図
画
の
写
し
の
交
付
の
方
法
（
第
二
号
に
掲
げ
る
方

法
に
あ
っ
て
は
当
該
文
書
又
は
図
画
の
保
存
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
実
施
機
関



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

七

が
そ
の
保
有
す
る
処
理
装
置
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
っ
て
、
一
の
結

果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り

当
該
文
書
又
は
図
画
の
写
し
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
も
の
を
交
付
す
る
方
法
と
す
る
。

　

一	　

当
該
文
書
又
は
図
画
を
用
紙
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
印
画
し

た
も
の
の
交
付　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

二	　

当
該
文
書
又
は
図
画
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク

（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
又
は
Ｘ
六
二
四
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
次
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

　

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
）

第�

十
三
条　

条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人

情
報
の
開
示
の
実
施
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
で
あ
っ
て
、
実
施
機
関
が
そ
の
保
有
す
る
処
理

装
置
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

当
該
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧

　

二　

当
該
電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
、
視
聴
又
は
聴
取

　

三　

当
該
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
交
付

　

四　

当
該
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

　

第
十
四
条
を
削
り
、
第
十
五
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
を
一
条
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

　

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
十
七
条
関
係
）

行
政
文
書
の
種
別

開
示
の
実
施
の
方
法

開
示
実
施
費
用
の
額

一　

文
書
又
は
図
画

イ　

用
紙
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

Ａ
三
判
以
下
の
大
き

さ
の
用
紙
一
枚
に
つ

き
十
円
（
カ
ラ
ー
で

複
写
し
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
四
十
円
）

ロ	　

ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電

磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格

Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す
る

直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク

の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も

の
に
限
る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

一
枚
に
つ
き
七
十
円

ハ	　

ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電

磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格

Ｘ
六
二
四
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再

生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
に

複
写
し
た
も
の
の
交
付

一
枚
に
つ
き
百
十
円

ニ	　

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も

の
の
交
付

当
該
交
付
に
要
す
る

費
用
に
相
当
す
る
額

二　

電
磁
的
記
録

イ　

用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
交
付

Ａ
三
判
以
下
の
大
き

さ
の
用
紙
一
枚
に
つ

き
十
円
（
カ
ラ
ー
で

出
力
し
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
四
十
円
）

ロ	　

ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電

磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格

Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す
る

直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク

の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も

の
に
限
る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

一
枚
に
つ
き
七
十
円

ハ	　

ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電

磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格

Ｘ
六
二
四
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再

一
枚
に
つ
き
百
十
円



山
梨
県
公
報
号
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十
五
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令
和
二
年
三
月
三
十
日

八

　

	

生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
に

複
写
し
た
も
の
の
交
付

ニ	　

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も

の
の
交
付

当
該
交
付
に
要
す
る

費
用
に
相
当
す
る
額

　

備
考	　

一
の
項
イ
又
は
二
の
項
イ
の
場
合
に
お
い
て
、
両
面
印
刷
の
用
紙
を
用
い
る
と
き
は
、
片
面

を
一
枚
と
し
て
額
を
算
定
し
、
Ａ
三
判
を
超
え
る
大
き
さ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
Ａ
三
判
に
よ

る
用
紙
を
用
い
た
場
合
の
枚
数
に
換
算
し
て
算
定
す
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「第

1
5
条
関
係

」
を
「第

1
4
条
関
係

」
に
改
め
る
。

　

第
四
号
様
式
中
「第

1
9
条
関
係

」
を
「第

1
8
条
関
係

」
に
、
「第

1
9
条
の
規
定

」
を
「第

1
8
条
の
規
定

」
に
改
め
る
。

　

第
五
号
様
式
中
「第

2
0
条
関
係

」
を
「第

1
9
条
関
係

」
に
改
め
る
。

　

第
六
号
様
式
中
「第

2
2
条
関
係

」
を
「第

2
1
条
関
係

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
九
号

　

山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
元
利
補
給
金
の
額
）

第�

十
二
条　

条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
毎
年
度
、
借
入
団
体
が
支
払
つ
た
当
該

年
度
分
の
元
利
償
還
金
の
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

　

一	　

超
電
導
磁
気
浮
上
方
式
鉄
道
実
験
線
の
建
設
促
進
の
た
め
の
建
設
事
業
に
係
る
資
金　

百
分
の

六
十

　

二	　

市
町
村
の
合
併
の
推
進
に
資
す
る
施
設
の
整
備
の
た
め
の
建
設
事
業
に
係
る
資
金　

百
分
の
三

十
五

　

三　

中
央
新
幹
線
の
建
設
促
進
の
た
め
の
建
設
事
業
に
係
る
資
金　

百
分
の
五
十

2
	　

知
事
は
、
前
項
第
三
号
に
定
め
る
割
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
割
合
に
よ
り
難
い
場
合
と
し
て
知
事

が
別
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
定
め
る
割
合
を

下
回
る
割
合
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
	　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
得
た
額
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
た
割
合
に
基
づ
き
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
得
た
額
を
含
む
。
）
に
千
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1
	　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
条
例
施
行
規
則
第
十
二
条
の
規
定
は
、
こ

の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
融
通
を
決
定
さ
れ
る
資
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
融
通
を
決
定

さ
れ
た
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
号

　

山
梨
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
医
療
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
第
一
条
第
一
項
」
を
「
第
一
条
の
十
四
第
一
項
」
に
、
「
病
院
（
診
療
所
）
開

設
許
可
申
請
書
」
を
「
病
院
開
設
許
可
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
一
条
第
二
項
」
を

「
第
一
条
の
十
四
第
一
項
」
に
、
「
病
院
（
診
療
所
）
変
更
許
可
申
請
書
」
を
「
診
療
所
（
有
床
）
開

設
許
可
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
一
条
第
三
項
」
を
「
第
一
条
の
十
四
第
一
項
」
に
、

「
病
院
（
診
療
所
）
開
設
許
可
事
項
変
更
届
」
を
「
診
療
所
（
無
床
）
開
設
許
可
申
請
書
」
に
改
め
、

同
条
第
四
号
中
「
省
令
第
二
条
第
一
項
」
を
「
法
第
七
条
第
二
項
」
に
、
「
助
産
所
開
設
許
可
申
請

書
」
を
「
（
病
院
・
診
療
所･

助
産
所
）
開
設
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号

中
「
省
令
第
二
条
第
二
項
」
を
「
令
第
四
条
第
一
項
」
に
、
「
助
産
所
変
更
許
可
申
請
書
」
を
「
（
病

院
・
診
療
所･

助
産
所
）
開
設
許
可
事
項
変
更
届
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を

「
第
二
条
第
一
項
」
に
、
「
助
産
所
開
設
許
可
事
項
変
更
届
」
を
「
助
産
所
開
設
許
可
申
請
書
」
に
改

め
、
同
条
第
七
号
中
「
省
令
第
三
条
第
一
項
」
を
「
令
第
四
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
病
院
（
診
療

所
、
助
産
所
）
開
設
届
」
を
「
（
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
）
開
設
届
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中

「
省
令
第
四
条
」
を
「
法
第
八
条
」
に
、
「
診
療
所
開
設
届
」
を
「
診
療
所
（
有
床
）
開
設
届
」
に
改



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

九

め
、
同
条
第
九
号
中
「
省
令
第
五
条
」
を
「
法
第
八
条
」
に
、
「
助
産
所
開
設
届
」
を
「
診
療
所
（
無

床
）
開
設
届
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
令
第
四
条
の
二
第
二
項
」
を
「
法
第
八
条
」
に
、
「
病
院

（
診
療
所
、
助
産
所
）
届
出
事
項
変
更
届
」
を
「
助
産
所
開
設
届
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
中
「
第

四
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
四
条
の
二
第
二
項
」
に
、
「
診
療
所
（
助
産
所
）
変
更
届
」
を
「
（
病

院
・
診
療
所
・
助
産
所
）
届
出
事
項
変
更
届
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
号
中
「
省
令
第
六
条
」
を
「
令

第
四
条
第
三
項
」
に
、
「
綜
合
病
院
承
認
申
請
書
」
を
「
（
診
療
所
・
助
産
所
）
届
出
事
項
変
更
届
」

に
改
め
、
同
条
第
十
三
号
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
九
条
第
一
項
」

に
、
「
病
院
（
診
療
所
、
助
産
所
）
休
止
（
廃
止
、
再
開
）
届
」
を
「
（
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
）

（
休
止
・
再
開
・
廃
止
）
届
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
号
中
「
病
院
（
診
療
所
、
助
産
所
）
開
設
者
死

亡
（
失
そ
う
）
届
」
を
「
（
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
）
開
設
者
（
死
亡
・
失
そ
う
）
届
」
に
改
め
、

同
条
第
十
五
号
中
「
病
院
（
診
療
所
）
専
属
薬
剤
師
設
置
免
除
許
可
申
請
書
」
を
「
（
病
院
・
診
療

所
）
専
属
薬
剤
師
設
置
免
除
許
可
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
号
中
「
病
院
（
診
療
所
、
助
産

所
）
管
理
者
専
任
許
可
申
請
書
」
を
「
（
病
院
・
診
療
所
・
助
産
所
）
管
理
免
除
許
可
申
請
書
」
に
改

め
、
同
条
第
十
七
号
中
「
病
院
（
診
療
所
、
助
産
所
）
管
理
者
兼
任
許
可
申
請
書
」
を
「
（
病
院
・
診

療
所
・
助
産
所
）
管
理
者
兼
任
許
可
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
十
八
号
中
「
省
令
第
十
二
条
」
を

「
法
第
二
十
七
条
」
に
、
「
妊
婦
（
産
婦
又
は
じ
よ
く
婦
）
収
容
届
」
を
「
（
病
院
・
診
療
所
・
助
産

所
）
使
用
許
可
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
十
九
号
中
「
病
院
宿
直
免
除
許
可
申
請
書
」
を
「
病
院
医

師
宿
直
免
除
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
号
中
「
省
令
第
二
十
四
条
」
を
「
法
第
十
五
条
第
三

項
」
に
、
「
エ
ツ
ク
ス
線
装
置
届
」
を
「
診
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
備
付
届
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十

一
号
中
「
省
令
第
二
十
五
条
」
を
「
法
第
十
五
条
第
三
項
」
に
、
「
診
療
用
放
射
線
照
射
装
置
届
」
を

「
診
療
用
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
発
生
装
置
備
付
届
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
二
号
中
「
省
令
第
二
十

六
条
」
を
「
法
第
十
五
条
第
三
項
」
に
、
「
診
療
用
放
射
線
照
射
器
具
届
」
を
「
診
療
用
粒
子
線
照
射

装
置
備
付
届
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
三
号
中
「
省
令
第
二
十
七
条
」
を
「
法
第
十
五
条
第
三
項
」

に
、
「
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
届
」
を
「
診
療
用
放
射
線
照
射
装
置
備
付
届
」
に
改
め
、
同
条
第
二

十
四
号
中
「
省
令
第
二
十
八
条
」
を
「
法
第
十
五
条
第
三
項
」
に
、
「
エ
ツ
ク
ス
線
装
置
及
び
診
療
用

放
射
線
照
射
装
置
等
の
変
更
届
」
を
「
診
療
用
放
射
線
照
射
器
具
備
付
届
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
五

号
中
「
第
二
十
七
条
」
を
「
第
十
五
条
第
三
項
」
に
、
「
病
院
（
診
療
所
、
助
産
所
）
使
用
許
可
申
請

書
」
を
「
放
射
性
同
位
元
素
装
備
診
療
機
器
備
付
届
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
三
十
号
を
加
え

る
。

　

二	

十
六　

法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
（
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
・
陽
電
子
断
層
撮
影
診

療
用
放
射
性
同
位
元
素
）
備
付
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
十
六
号
様
式

　

二	

十
七　

法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
変
更
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
十
七
号
様
式

　

二	

十
八　

法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
（
診
療
用
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
発
生
装
置
・
診
療

用
粒
子
線
照
射
装
置
・
診
療
用
放
射
線
照
射
装
置
・
診
療
用
放
射
線
照
射
器
具
・
放
射
性
同
位
元

素
装
備
診
療
機
器
・
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
・
陽
電
子
断
層
撮
影
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
）

変
更
届　

																																																												　
　
　
　
　

第
二
十
八
号
様
式

　

二	

十
九　

法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
廃
止
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
十
九
号
様
式

　

三	

十　

法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
（
診
療
用
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
発
生
装
置
・
診
療
用

粒
子
線
照
射
装
置
・
診
療
用
放
射
線
照
射
装
置
・
診
療
用
放
射
線
照
射
器
具
・
放
射
性
同
位
元
素

装
備
診
療
機
器
・
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
・
陽
電
子
断
層
撮
影
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
）
廃

止
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
三
十
号
様
式

　

三	

十
一　

法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
（
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
・
陽
電
子
断
層
撮
影
診

療
用
放
射
性
同
位
元
素
）
廃
止
後
の
措
置
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
三
十
一
号
様
式

　

三	

十
二　

法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
（
診
療
用
放
射
線
照
射
器
具
・
診
療
用
放
射
性
同
位

元
素
・
陽
電
子
断
層
撮
影
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
）
翌
年
使
用
予
定
届　

第
三
十
二
号
様
式

　

三
十
三　

省
令
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
人
設
立
認
可
申
請
書　
　

第
三
十
三
号
様
式

　

三
十
四　

令
第
五
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
人
設
立
登
記
完
了
届　
　

第
三
十
四
号
様
式

　

三	

十
五　

法
第
四
十
六
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
等
の
規
定
に
よ
る
認
可
申
請
書														

																											　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
三
十
五
号
様
式

　

三
十
六　

法
第
四
十
六
条
の
五
第
六
項
た
だ
し
書
等
の
規
定
に
よ
る
認
可
申
請
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
三
十
六
号
様
式

　

三
十
七　

法
第
四
十
六
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
等
の
規
定
に
よ
る
認
可
申
請
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
三
十
七
号
様
式

　

三
十
八　

令
第
五
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
登
記
事
項
変
更
登
記
完
了
届　
　

第
三
十
八
号
様
式

　

三
十
九　

令
第
五
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
役
員
変
更
届　
　
　
　
　
　
　
　

第
三
十
九
号
様
式

　

四
十　

省
令
第
三
十
三
条
の
二
十
五
の
規
定
に
よ
る
（
定
款
・
寄
附
行
為
）
変
更
認
可
申
請
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
四
十
号
様
式

　

四
十
一　

法
第
五
十
四
条
の
九
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
（
定
款
・
寄
附
行
為
）
変
更
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
四
十
一
号
様
式

　

四
十
二　

令
第
五
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
従
た
る
事
務
所
の
新
設
登
記
完
了
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
四
十
二
号
様
式

　

四
十
三　

令
第
五
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
事
務
所
移
転
登
記
完
了
届　
　
　

第
四
十
三
号
様
式

　

四
十
四　

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
算
届　
　
　
　
　
　
　
　

第
四
十
四
号
様
式

　

四
十
五　

省
令
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
人
解
散
認
可
申
請
書　
　

第
四
十
五
号
様
式

　

四
十
六　

令
第
五
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
清
算
人
の
就
任
登
記
届　
　
　
　

第
四
十
六
号
様
式

　

四
十
七　

令
第
五
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
人
解
散
登
記
完
了
届　
　

第
四
十
七
号
様
式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

一
〇

　

四
十
八　

法
第
五
十
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
人
解
散
届　
　
　
　

第
四
十
八
号
様
式

　

四	
十
九　

良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
四
号
）
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
に

よ
る
改
正
前
の
医
療
法
第
五
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
残
余
財
産
処
分
認
可
申

請
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
四
十
九
号
様
式

　

五
十　

令
第
五
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
人
清
算
結
了
届　
　
　
　
　
　

第
五
十
号
様
式

　

五	

十
一　

省
令
第
三
十
五
条
の
二
及
び
第
三
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
人
合
併
認
可
申
請

書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
五
十
一
号
様
式

　

五
十
二　

令
第
五
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
人
合
併
登
記
完
了
届　
　

第
五
十
二
号
様
式

　

五	

十
三　

省
令
第
三
十
五
条
の
八
及
び
第
三
十
五
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
人
分
割
認
可
申

請
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
五
十
三
号
様
式

　

五
十
四　

令
第
五
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
人
分
割
登
記
完
了
届　
　

第
五
十
四
号
様
式

　

五
十
五　

法
第
四
十
六
条
の
五
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
役
員
選
任
請
求
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
五
十
五
号
様
式

　

第
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
五
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一
〇



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

一
一

第1号様式第１号様式                                 

年 月 日

山梨県知事        殿

開設者住所（法人の場合は、主たる事務所の所在地）

開設者名（法人の場合は、名称及び代表者の職氏名）

                                          印

病院開設許可申請書

次のとおり病院を開設したいので、医療法施行規則第１条の１４第１項の規定により関係書類を添えて申請します。

１ 病院の名称

２ 開設の場所

電話番号      （     ）

３ 診療科名

４ 開設予定年月日     年 月 日

５ 開設の目的

６ 維持の方法

７ 従業員の定員

医

師

歯

科

医

師

薬

剤

師

看

護

師

准

看

護

師

助

産

師

診

療

放

射

線

技

師

理

学

療

法

士

作

業

療

法

士

臨

床

検

査

技

師

歯

科

衛

生

士

歯

科

技

工

士

栄

養

士

調

理

員

事

務

員

そ

の

他

合

計

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

一
二

８ 敷地の面積

                   ㎡

９ 建物の構造概要

建物別名称 構造概要 建築面積 延べ面積

造 階建て ㎡ ㎡

住宅と併設又はビルディングの一部を使用の場合

造    階建てのうち    階 室（   号室） ㎡

１０ 廊下の幅

１１ 診察室

診療科名 室面積 処置室兼用の場合その部分

㎡

１２ 処置室（診療室兼用の場合を除く。）

処置室名 室面積

㎡

１３ ２階以上の階に病室を有する建物の直通階段の数及びその構造

建物別名称

屋内の直通階段
病室のある最

上階
避難階段の数

幅
踊り場

の幅
け上げ 踏み面

手すり

の有無

ｍ ｍ cm cm 階

階から

地上まで

箇所

１４ 歯科技工室

室面積 照明設備
給水・

火気設備
防火設備 防塵設備

その他

の設備

㎡

建物別名称 片側廊下 中央廊下

ｍ ｍ



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

一
三

１５ 調剤所

室面積 採光面積 外気開放面積 給水箇所 麻薬金庫の有無

㎡ ㎡ ㎡ 箇所 有 ・ 無

冷暗所の構造・容積 備付け天秤

（構造）      

（容積）              ｍ３

１０ｍｇ            台

感量 ５００ｍｇ            台

   ｍｇ            台

１６ 手術室及び準備室

室名 室面積

構造・設備

手術台 内壁 床の排水設備
照明

設備

暖房

設備

手洗い滅菌装

置

防蝿

設備

手術室 ㎡ 台

準備室 ㎡

１７ 臨床検査室

室面積 検査設備の概要 防蝿設備

㎡

１８ 分娩室及び新生児入浴施設

分娩室

室面積 構造・設備
新生児入

浴施設

室面積 構造・設備

㎡ ㎡

１９ エックス線装置及び使用室

エックス

線装置

台数
用途の別

（撮影・治療・透視）

製作者・形式・エックス線管最大電圧・連続管

電流

固定

台        ｋｖｐ ｍＡ

携帯

台 ｋｖｐ ｍＡ

エックス

線使用室

面積 室内の構造の概要
操作室の

面積

暗室の面

積
暗室の設備

㎡ ㎡ ㎡



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

一
四

２０ 給食施設

２１ 給水施設

水道・井戸の別 給水施設を有する室又は場所の名称

２２ 汚物処理施設

施設数及び構造概要
結核病室のある場合は喀

痰の処理施設又は処理方

法
焼却炉 浄化槽 汚物溜 その他

２３ 病室                      病棟名（            ）

階別 病室番号 病床種別 病床数 床面積
一人あた

り床面積
採光面積

直接外気

開放面積
天井高さ

階 号
一般

療養
床 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ｍ

調理室

面積 ㎡ 冷蔵庫

床の構造 手洗い設備

照明及び

換気設備

給食職員専

用の使用

防蝿設備
窓

出入口
事務室

野菜消毒

設備

給食倉庫又

は置き場

配膳室

配膳室の

名称又は

設備場所

面積
食器消毒方

法・設備

食器洗浄設

備
食器格納設備 防蝿設備

㎡

㎡



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

一
五

２４ 機能訓練室等（療養病床を有する場合に必要な施設）

機能訓練室 談話室 食堂 浴室

室面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

２５ 被服、寝具等の消毒施設

室面積 消毒室の構造概要 消毒方法及び設備

㎡

２６ 洗濯施設

室面積 構造概要 洗濯設備 乾燥設備 その他

㎡

２７ 防火設備及び消火設備

防火設備 消火設備 その他

２８ その他の設備

医局 ㎡ 看護師事務室 ㎡

事務室 ㎡ 待合室 ㎡

宿直室 ㎡



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

一
六

第２号様式

年 月 日

山梨県知事        殿

開設者住所（法人の場合は、主たる事務所の所在地）

開設者名（法人の場合は、名称及び代表者の職氏名）

                                          印

診療所（有床）開設許可申請書

次のとおり診療所を開設したいので、医療法施行規則第１条の１４第１項の規定により関係書類を添えて申請します。

１ 診療所の名称

２ 開設の場所

電話番号      （     ）

３ 診療科名

４ 開設予定年月日    年 月 日

５ 開設の目的

６ 維持の方法

７ 従業員の定員

医

師

歯

科

医

師

薬

剤

師

看

護

師

准

看

護

師

助

産

師

診

療

放

射

線

技

師

理

学

療

法

士

作

業

療

法

士

臨

床

検

査

技

師

歯

科

衛

生

士

歯

科

技

工

士

栄

養

士

調

理

員

事

務

員

そ

の

他

合

計

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

第2号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

一
七

８ 敷地の面積

                   ㎡

９ 建物の構造概要

建物別名称 構造概要 建築面積 延べ面積

造 階建て ㎡ ㎡

住宅と併設又はビルディングの一部を使用の場合

造    階建てのうち    階 室（   号室） ㎡

１０ 廊下の幅

１１ 診察室

診療科名 室面積 処置室兼用の場合その部分

㎡

１２ 処置室（診療室兼用の場合を除く。）

処置室名 室面積

㎡

１３ ２階以上の階に病室を有する建物の直通階段の数及びその構造

建物別名称

屋内の直通階段
病室のある最

上階
避難階段の数

幅
踊り場の

幅
け上げ 踏み面

手すりの

有無

ｍ ｍ cm cm 階

階から

地上まで

箇所

１４ 歯科技工室

室面積 照明設備 給水・火気設備 防火設備 防塵設備 その他の設備

㎡

建物別名称 片側廊下 中央廊下

ｍ ｍ



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

一
八

１５ 調剤所

室面積 採光面積 外気開放面積 給水箇所 麻薬金庫の有無

㎡ ㎡ ㎡ 箇所 有 ・ 無

冷暗所の構造・容積 備付け天秤

（構造）      

（容積）              ｍ３

１０ｍｇ           台

感量 ５００ｍｇ            台

ｍｇ            台

１６ 手術室及び準備室

室名 室面積

構造・設備

手術台 内壁
床の排水

設備
照明設備

暖房設

備

手洗い滅

菌装置
防蝿設備

手術室 ㎡ 台

準備室 ㎡

１７ 臨床検査室

室面積 検査設備の概要 防蝿設備

㎡

１８ 分娩室及び新生児入浴施設

分娩室

室面積 構造・設備
新生児入

浴施設

室面積 構造・設備

㎡ ㎡

１９ エックス線使用室

エックス

線使用室

面積 室内の構造の概要
操作室の

面積

暗室の面

積
暗室の設備

㎡ ㎡ ㎡



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

一
九

２０ 給食施設

２１ 給水施設

水道・井戸の別 給水施設を有する室又は場所の名称

２２ 汚物処理施設

施設数及び構造概要
結核病室のある場合は喀痰

の処理施設又は処理方法
焼却炉 浄化槽 汚物溜 その他

２３ 病室                            病棟名（            ）

階別 病室番号 病床種別 病床数 床面積
一人あた

り床面積

採光

面積

直接外気

開放面積
天井高さ

階 号
一般

療養
床 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ｍ

調理室

面積 ㎡ 冷蔵庫

床の構造 手洗い設備

照明及び換気

設備

給食職員専用の

使用

防蝿設備
窓

出入口
事務室

野菜消毒設備
給食倉庫又は置

き場

配膳室

配膳室の名称又は

設備場所
面積

食器消毒方法・

設備
食器洗浄設備 食器格納設備 防蝿設備

㎡

㎡



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

二
〇

２４ 機能訓練室等（療養病床を有する場合に必要な施設）

機能訓練室 談話室 食堂 浴室

室面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

２５ 被服、寝具等の消毒施設

室面積 消毒室の構造概要 消毒方法及び設備

㎡

２６ 洗濯施設

室面積 構造概要 洗濯設備 乾燥設備 その他

㎡

２７ 防火設備及び消火設備

防火設備 消火設備 その他

２８ その他の設備

医局 ㎡ 看護師事務室 ㎡

事務室 ㎡ 待合室 ㎡

宿直室 ㎡

２９ 地域で不足する外来医療機能

不足する外来医療機能※ 合意について

受諾 ・ 拒否

受諾 ・ 拒否

受諾 ・ 拒否

受諾 ・ 拒否

※山梨県外来医療計画において二次医療圏ごとに定めた「地域で不足する外来医療機能」を記載すること。
　

二
〇



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

二
一

拒否の理由



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

二
二

第3号様式第３号様式

年 月 日

山梨県知事        殿

開設者住所（法人の場合は、主たる事務所の所在地）

開設者名（法人の場合は、名称及び代表者の職氏名）

                                          印

診療所（無床）開設許可申請書

次のとおり診療所を開設したいので、医療法施行規則第１条の１４第１項の規定により関係書類を添えて申請します。

１ 診療所の名称

２ 開設の場所

電話番号      （     ）

３ 診療科名

４ 開設予定年月日    年 月 日

５ 開設の目的

６ 維持の方法

７ 従業員の定員

医

師

歯

科

医

師

薬

剤

師

看

護

師

准

看

護

師

助

産

師

診

療

放

射

線

技

師

理

学

療

法

士

作

業

療

法

士

臨

床

検

査

技

師

歯

科

衛

生

士

歯

科

技

工

士

栄

養

士

調

理

員

事

務

員

そ

の

他

合

計

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

二
三

８ 敷地の面積

                   ㎡

９ 建物の構造概要

建物別名称 構造概要 建築面積 延べ面積

造 階建て ㎡ ㎡

住宅と併設又はビルディングの一部を使用の場合

造    階建てのうち    階 室（   号室） ㎡

１０ 診察室

診療科名 室面積 処置室兼用の場合その部分

㎡

１１ 処置室（診療室兼用の場合を除く。）

処置室名 室面積

㎡

１２ 歯科技工室

室面積 照明設備 給水・火気設備 防火設備 防塵設備 その他の設備

㎡

１３ 調剤所

室面積 採光面積 外気開放面積 給水箇所 麻薬金庫の有無

㎡ ㎡ ㎡ 箇所 有 ・ 無

冷暗所の構造・容積 備付け天秤

（構造）      

（容積）              ｍ３

１０ｍｇ            台

感量 ５００ｍｇ            台

ｍｇ            台



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

二
四

１４ 手術室及び準備室

室名 室面積

構造・設備

手術台 内壁
床の排水

設備

照明設

備
暖房設備

手洗い滅

菌装置
防蝿設備

手術室 ㎡ 台

準備室 ㎡

１５ エックス線使用室

エックス

線使用室

面積 室内の構造の概要
操作室の

面積

暗室の面

積
暗室の設備

㎡ ㎡ ㎡

１６ 給水施設

水道・井戸の別 給水施設を有する室又は場所の名称

１７ 防火設備及び消火設備

防火設備 消火設備 その他

１８ その他の設備

医局 ㎡ 看護師事務室 ㎡

事務室 ㎡ 待合室 ㎡

㎡

１９ 地域で不足する外来医療機能

不足する外来医療機能※ 合意について

受諾 ・ 拒否

受諾 ・ 拒否

受諾 ・ 拒否

受諾 ・ 拒否

※山梨県外来医療計画において二次医療圏ごとに定めた「地域で不足する外来医療機能」を記載すること。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

二
五

拒否の理由



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

二
六

第４号様式

年 月 日

山梨県知事        殿

開設者住所（法人の場合は、主たる事務所の所在地）

開設者名（法人の場合は、名称及び代表者の職氏名）

                                          印

（病院・診療所・助産所）開設許可事項変更許可申請書

次のとおり開設許可事項の一部を変更したいので、医療法第７条第２項の規定により申請します。

１ （病院・診療所・助産所）の名称

２ （病院・診療所・助産所）の所在地

電話番号      （     ）

３ 変更しようとする理由

４ 変更しようとする内容

（１） 変更事項

（２） 変更前

（３） 変更後

５ 変更予定年月日

６ 平面図

別添のとおり

注 建物の構造概要及び平面図に変更がない場合は、平面図は不要

第4号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

二
七

第５号様式

年 月 日

山梨県知事        殿

開設者住所（法人の場合は、主たる事務所の所在地）

開設者名（法人の場合は、名称及び代表者の職氏名）

                                                   印

（病院・診療所・助産所）開設許可事項変更届

次のとおり許可事項に変更を生じましたので、医療法施行令第４条第１項の規定により届け出ます。

１ （病院・診療所・助産所）の名称

２ （病院・診療所・助産所）の所在地

電話番号      （     ）

３ 変更の理由

４ 変更内容

（１） 変更事項

（２） 変更前

（３） 変更後

５ 変更年月日

第5号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

二
八

第６号様式

年 月 日

山梨県知事 殿

開設者住所（法人の場合は、主たる事務所の所在地）

開設者名（法人の場合は、名称及び代表者の職氏名）

                                          印

助産所開設許可申請書

次のとおり助産所を開設したいので、医療法施行規則第２条第１項の規定により関係書類を添えて申請します。

１ 助産所の名称

２ 開設の場所

電話番号      （     ）

３ 開設予定年月日     年 月 日

４ 従業員の定員

５ 敷地の面積

                   ㎡

助

産

師

そ

の

他

合

計

人 人 人 人 人 人 人 人

第6号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

二
九

６ 建物の構造概要

建物別名称 構造概要 建築面積 延べ面積

造 階建て ㎡ ㎡

住宅と併設又はビルディングの一部を使用の場合

造    階建てのうち    階 室（   号室） ㎡

７ 入所室

階別 部屋番号 入所定員 床面積
一人あたり床面

積

階 号 人 ㎡ ㎡

８ 分娩室及び新生児入浴施設

分娩室

室面積 構造・設備
新生児入

浴施設

室面積 構造・設備

㎡ ㎡

９ 給水施設

水道・井戸の別 給水施設を有する室又は場所の名称

１０ 汚物処理施設

施設数及び構造概要

焼却炉 浄化槽 汚物溜 その他

１１ 被服、寝具等の消毒施設

室面積 消毒室の構造概要 消毒方法及び設備

㎡



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

三
〇

１２ 洗濯施設

室面積 構造概要 洗濯設備 乾燥設備 その他

㎡

１３ 防火設備及び消火設備

防火設備 消火設備 その他

１４ その他の設備

事務室 ㎡ 待合室 ㎡

宿直室 ㎡ ㎡

㎡ ㎡

　

三
〇



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

三
一

第７号様式

年 月 日

山梨県知事 殿

開設者住所（法人の場合は、主たる事務所の所在地）

開設者名（法人の場合は、名称及び代表者の職氏名）

                                          印

（病院・診療所・助産所）開設届

年 月 日付け    第 号で開設許可された（病院・診療所・助産所）について、次のと

おり開設したので、医療法施行令第４条の２第１項の規定により関係書類を添えて届け出ます。

１ （病院・診療所・助産所）の名称

２ （病院・診療所・助産所）の所在地

電話番号      （     ）

３ 開設年月日       年 月 日

４ 管理者

（１） 住所

（２） 氏名

５ 診療に従事する医師又は歯科医師

氏名 担当診療科名 診療日 診療時間

第7号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

三
二

６ 勤務薬剤師

氏名 専属・非専属の別 非専属の場合の勤務形態

７ 業務に従事する助産師

氏名 勤務の日 勤務時間

８ 嘱託医師・病院・診療所（分娩を取り扱う助産所に限る）

氏名・名称 住所



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

三
三

第８号様式

年 月 日

山梨県知事        殿

開設者住所                   

開設者氏名                   

                                                   印

診療所（有床）開設届

次のとおり診療所を開設したので、医療法第８条の規定により関係書類を添えて届け出ます。

１ 名称

２ 開設の場所

電話番号      （     ）

３ 診療科名

４ 開設年月日     年 月 日

５ 開設者が現に病院若しくは診療所を開設し若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務する場合

名称 名称

所在地 所在地

開設・管理・勤務の別 開設・管理・勤務の別

６ 同時に２つ以上の病院又は診療所を開設する場合

名称 名称

所在地 所在地

７ 管理者

（１） 住所

（２） 氏名

第8号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

三
四

８ 従業員の定員

９ 診療に従事する医師又は歯科医師

氏名 担当診療科名 診療日 診療時間

１０ 勤務薬剤師

氏名 専属・非専属の別 非専属の場合の勤務形態

１１ 業務に従事する助産師

氏名 勤務の日 勤務時間

１２ 敷地の面積

                 ㎡

医

師

歯

科

医

師

薬

剤

師

看

護

師

准

看

護

師

助

産

師

診

療

放

射

線

技

師

臨

床

検

査

技

師

作

業

療

法

士

理

学

療

法

士

歯

科

衛

生

士

歯

科

技

工

士

栄

養

士

調

理

員

事

務

員

そ

の

他

合

計

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

三
五

１３ 建物の構造概要

建物別名称 構造概要 建築面積 延べ面積

造 階建て ㎡ ㎡

住宅と併設又はビルディングの一部を使用の場合

造    階建てのうち    階 室（   号室） ㎡

１４ 廊下の幅

１５ 診察室

診療科名 室面積
処置室兼用の場

合その部分
診療科名 室面積

処置室兼用の場合

その部分

㎡ ㎡

１６ 処置室（診療室兼用の場合を除く）

処置室名 室面積 処置室名 室面積

㎡ ㎡

１７ ２階以上の階に病室を有する建物の直通階段の数及びその構造

建物別名称

屋内の直通階段
病室のある最

上階
避難階段の数

幅
踊り場

の幅
け上げ 踏み面

手すり

の有無

ｍ ｍ cm cm 階

階から

地上まで

箇所

ｍ ｍ cm cm 階

階から

地上まで

箇所

建物別名称 片側廊下 中央廊下 建物別名称 片側廊下 中央廊下

ｍ ｍ ｍ ｍ



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

三
六

１８ 歯科技工室

１９ 調剤所

室面積 採光面積 外気開放面積 給水箇所 麻薬金庫の有無

㎡ ㎡ ㎡ 箇所 有 ・ 無

冷暗所の構造・容積 備付け天秤

（構造）      

（容積）              ｍ３

１０ｍｇ            台

感量 ５００ｍｇ            台

ｍｇ            台

２０ 手術室及び準備室

室名 室面積

構造・設備

手術台 内壁
床の排水設

備
照明設備 暖房設備

手洗い滅菌装

置

手術室 ㎡ 台

準備室 ㎡

２１ 分娩室及び新生児入浴施設

分娩室

室面積
新生児入

浴施設

室面積

㎡ ㎡

室面積 照明設備 給水・火気設備 防火設備 防塵設備 その他の設備

㎡



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

三
七

２２ 給食施設

２３ 給水施設

水道・井戸の別 給水施設を有する室又は場所の名称

２４ 病室

階別 病室番号 病床種別 病床数 床面積
一人あた

り床面積

採光面

積

直接外気

開放面積

天井高

さ

階 号
一般

療養
床 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ｍ

調理室

面積 ㎡ 冷蔵庫

床の構造 手洗い設備

照明及び換気

設備

給食職員専用

の使用

防蝿設備
窓

出入口
事務室

野菜消毒設備
給食倉庫又は

置き場

配膳室

配膳室の名称又

は設備場所
面積

食器消毒方法・

設備

食器洗浄設

備
食器格納設備 防蝿設備

㎡

㎡



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

三
八

２５ 機能訓練室等（療養病床を有する場合に必要な施設）

機能訓練室 談話室 食堂 浴室

室面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

２６ 防火設備及び消火設備

防火設備 消火設備 その他

２７ 地域で不足する外来医療機能

不足する外来医療機能※ 合意について

受諾 ・ 拒否

受諾 ・ 拒否

受諾 ・ 拒否

受諾 ・ 拒否

※山梨県外来医療計画において二次医療圏ごとに定めた「地域で不足する外来医療機能」を記載すること。

拒否の場合はその理由



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

三
九

第９号様式

年 月 日

山梨県知事 殿

開設者住所                   

開設者氏名                   

                                                   印

診療所（無床）開設届

次のとおり診療所を開設したので、医療法第８条の規定により関係書類を添えて届け出ます。

１ 名称

２ 開設の場所

電話番号      （     ）

３ 診療科名

４ 開設年月日     年 月 日

５ 開設者が現に病院若しくは診療所を開設し若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務する場合

名称 名称

所在地 所在地

開設・管理・勤務の別 開設・管理・勤務の別

６ 同時に２つ以上の病院又は診療所を開設する場合

名称 名称

所在地 所在地

７ 管理者

（１） 住所

（２） 氏名

第9号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

四
〇

８ 従業員の定員

９ 診療に従事する医師又は歯科医師

氏名 担当診療科名 診療日 診療時間

１０ 勤務薬剤師

氏名 専属・非専属の別 非専属の場合の勤務形態

１１ 業務に従事する助産師

氏名 勤務の日 勤務時間

１２ 敷地の面積

                 ㎡

医

師

歯

科

医

師

薬

剤

師

看

護

師

准

看

護

師

助

産

師

診

療

放

射

線

技

師

臨

床

検

査

技

師

作

業

療

法

士

理

学

療

法

士

歯

科

衛

生

士

歯

科

技

工

士

栄

養

士

事

務

員

そ

の

他

合

計

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　

四
〇



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

四
一

１３ 建物の構造概要

建物別名称 構造概要 建築面積 延べ面積

造 階建て ㎡ ㎡

住宅と併設又はビルディングの一部を使用の場合

造    階建てのうち    階 室（   号室） ㎡

１４ 診察室

診療科名 室面積
処置室兼用の場

合その部分
診療科名 室面積

処置室兼用の場合その

部分

㎡ ㎡

１５ 処置室（診療室兼用の場合を除く。）

処置室名 室面積 処置室名 室面積

㎡ ㎡

１６ 歯科技工室

１７ 調剤所

室面積 採光面積 外気開放面積 給水箇所 麻薬金庫の有無

㎡ ㎡ ㎡ 箇所 有 ・ 無

冷暗所の構造・容積 備付け天秤

（構造）      

（容積）              ｍ３

１０ｍｇ             台

感量 ５００ｍｇ                台

ｍｇ                台

室面積 照明設備 給水・火気設備 防火設備 防塵設備 その他の設備

㎡



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

四
二

１８ 手術室及び準備室

室名 室面積

構造・設備

手術台 内壁
床の排水

設備
照明設備 暖房設備

手洗い滅菌

装置

手術室 ㎡ 台

準備室 ㎡

１９ 給水施設

水道・井戸の別 給水施設を有する室又は場所の名称

２０ 防火設備及び消火設備

防火設備 消火設備 その他

２１ 地域で不足する外来医療機能

不足する外来医療機能※ 合意について

受諾 ・ 拒否

受諾 ・ 拒否

受諾 ・ 拒否

受諾 ・ 拒否

※山梨県外来医療計画において二次医療圏ごとに定めた「地域で不足する外来医療機能」を記載すること。

拒否の場合はその理由



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

四
三

第１０号様式

年 月 日

山梨県知事 殿

開設者住所                   

開設者名                    

                                                   印

助産所開設届

次のとおり助産所を開設したので、医療法第８条の規定により関係書類を添えて届け出ます。

１ 助産所の名称

２ 開設の場所

電話番号      （     ）

３ 開設年月日     年 月 日

４ 開設者が現に助産所を開設し若しくは管理し、又は病院、診療所若しくは助産所に勤務する場合

名称 名称

所在地 所在地

開設・管理・勤務の別 開設・管理・勤務の別

５ 同時に２つ以上の助産所を開設する場合

名称 名称

所在地 所在地

６ 管理者

（１） 住所

（２） 氏名

第1�0号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

四
四

７ 従業員の定員

８ 業務に従事する助産師

氏名 勤務の日 勤務時間

９ 嘱託医師・病院・診療所（分娩を取り扱う助産所に限る。）

氏名・名称 住所

１０ 敷地の面積

                   ㎡

１１ 建物の構造概要

建物別名称 構造概要 建築面積 延べ面積

造 階建て ㎡ ㎡

住宅と併設又はビルディングの一部を使用の場合

造    階建てのうち    階 室（   号室） ㎡

１２ 入所室

階別 部屋番号 入所定員 床面積 １人あたり床面積

階 号 人 ㎡ ㎡

助

産

師

そ

の

他

合

計

人 人 人 人 人 人 人 人



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

四
五

１３ 分娩室及び新生児入浴施設

分娩室

室面積 構造・設備
新生児入

浴施設

室面積 構造・設備

㎡ ㎡

１４ 給水施設

水道・井戸の別 給水施設を有する室又は場所の名称

１５ 汚物処理施設

施設数及び構造概要

焼却炉 浄化槽 汚物溜 その他

１６ 被服、寝具等の消毒施設

室面積 消毒室の構造概要 消毒方法及び設備

㎡

１７ 洗濯施設

室面積 構造概要 洗濯設備 乾燥設備 その他

㎡

１８ 防火設備及び消火設備

防火設備 消火設備 その他



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

四
六

第１１号様式

年 月 日

山梨県知事 殿

開設者住所（法人の場合は、主たる事務所の所在地）

開設者名（法人の場合は、名称及び代表者の職氏名）

                                                   印

（病院・診療所・助産所）届出事項変更届

次のとおり届出事項に変更を生じましたので、医療法施行令第４条の２第２項の規定により届け出ます。

１ （病院・診療所・助産所）の名称

２ （病院・診療所・助産所）の所在地

電話番号      （     ）

３ 変更の理由

４ 変更内容

（１） 変更事項

（２） 変更前

（３） 変更後

５ 変更年月日

第1�1号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

四
七

第１２号様式

年 月 日

山梨県知事 殿

開設者住所                   

開設者名                    

                                                   印

（診療所・助産所）届出事項変更届

次のとおり届出事項に変更を生じましたので、医療法施行令第４条第３項の規定により届け出ます。

１ （診療所・助産所）の名称

２ （診療所・助産所）の所在地

電話番号      （     ）

３ 変更の理由

４ 変更内容

（１） 変更事項

（２） 変更前

（３） 変更後

５ 変更年月日

第1�2号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

四
八

第１３号様式

年 月 日

山梨県知事 殿

開設者住所（法人の場合は、主たる事務所の所在地）

開設者名（法人の場合は、名称及び代表者の職氏名）

                                                   印

（病院・診療所・助産所）（休止・再開・廃止）届

（病院・診療所・助産所）を次のとおり（休止・再開・廃止）したので、医療法（第８条の２第２項・第９条第１項）

の規定により届け出ます。

１ （病院・診療所・助産所）の名称

２ （病院・診療所・助産所）の所在地

電話番号      （     ）

３ （休止・再開・廃止）の理由

４ （休止・再開・廃止）年月日

５ 休止の場合はその予定期間

第1�3号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

四
九

第１４号様式            

年 月 日

山梨県知事 殿

届出者住所                   

届出者名（戸籍法の規定による届出義務者）    

                                                   印

                   死亡者（失そう者）との続柄

（病院・診療所・助産所）開設者（死亡・失そう）届

次のとおり（病院・診療所・助産所）の開設者が（死亡・失そう）しましたので、医療法第９条第２項の規定により

届け出ます。

１ （病院・診療所・助産所）の名称

２ （病院・診療所・助産所）の所在地

電話番号      （     ）

３ （死亡・失そう）年月日

      年 月 日

注 この届出は、戸籍法の規定に基づく死亡又は失そうの届出義務者が行なうこと。

第1�4号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

五
〇

第１５号様式

年 月 日

山梨県知事      殿

開設者住所（法人の場合は、主たる事務所の所在地）

   

開設者氏名（法人の場合は名称と代表者の職氏名）

印

（病院・診療所）専属薬剤師設置免除許可申請書

次のとおり専属薬剤師の設置を免除されたいので、医療法施行規則第７条の規定により申請します。

１ （病院・診療所）の名称

２ （病院・診療所）の所在地

電話番号      （     ）

３ 診療科名

４ 病床数（病院のみ記載すること。）

５ 過去１年間の１日平均外来患者数及び入院患者数

（１） 外来患者数    名

（２） 入院患者数      名

６ 過去１年間の１日平均調剤数（処方箋数で表すこと。）

７ 専属薬剤師を置かない理由

注 ５及び６については、開設１年未満の場合には推定数を記載すること。

第1�5号様式

　

五
〇



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

五
一

第１６号様式

年 月 日

山梨県知事 殿

開設者住所                   

開設者名                    

                                                  印

（病院・診療所・助産所）管理免除許可申請書

次のとおり開設者自身による管理を免除されたいので、医療法施行規則第８条の規定により申請します。

１ （病院・診療所・助産所）の名称

２ （病院・診療所・助産所）の所在地

電話番号      （     ）

３ 開設者が当該（病院・診療所・助産所）を管理しない理由

４ 管理者にしようとする者の住所及び氏名

（１） 住所

（２） 氏名

５ ４の者が現に病院若しくは診療所を開設し若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務する場合

名称

所在地

開設・管理・勤務の別

第1�6号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

五
二

第１７号様式
年 月 日

山梨県知事      殿

開設者住所（法人の場合は、主たる事務所の所在地）

    

開設者氏名（法人の場合は名称と代表者の職氏名）

印

（病院・診療所・助産所）管理者兼任許可申請書

次のとおり（病院・診療所・助産所）の管理者を兼任させたいので、医療法施行規則第９条の規定により申請します。

１ 管理者

（１）住所

（２）氏名

２ 現に管理している（病院・診療所・助産所）

（１）名称

（２）所在地

（３）診療科名及び病床数

（４）従業者の定員

３ 新たに管理させようとする（病院・診療所・助産所）

（１）名称

（２）所在地

（３）診療科名及び病床数

（４）従業者の定員

４ 管理者を兼任させる理由

   

５ 現に管理する（病院・診療所・助産所）と新たに管理させようとする（病院・診療所・助産所）との距離及び連絡

に要する時間

   距離 ｋｍ、    により 分

第1�7号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

五
三

第１８号様式

年 月 日

山梨県知事 殿

開設者住所（法人の場合は、主たる事務所の所在地）

開設者名（法人の場合は、名称及び代表者の職氏名）

                                                   印

（病院・診療所・助産所）使用許可申請書

次のとおり（病院・診療所・助産所）を使用したいので、医療法第２７条の規定により申請します。

１ （病院・診療所・助産所）の名称

２ （病院・診療所・助産所）の所在地

電話番号      （     ）

３ 許可を受けようとする施設

      年 月 日付け     第     号による許可に係る施設

      年 月 日付け変更届に係る施設

４ 使用開始予定年月日

      年 月 日

５ 構造設備の概要

別添図面のとおり

第1�8号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

五
四

第１９号様式

年 月 日

山梨県知事 殿

管理者 住 所                

氏 名          印

病院医師宿直免除申請書

医療法第１６条のただし書きの規定により病院に医師を宿直させないことについて、次のとおり申請します。

病院の名称

開設の場所

電話番号

診療科目

病床数

一般 療養 精神 結核 感染症 合計

床 床 床 床 床 床

病院に医師を宿直させない理由

医師が速や

かに診療を

行える体制

の確保状況

について

連絡体制

連絡を受ける

医師の場所

医師が適切な診療

が行える状態の確

保の有無

有     ・     無

第1�9号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

五
五

山梨県知事　　殿

管理者　住　所

氏　名 印　

名称

製作者名

キロボルト（ｋＶ）

ミリアンペア（ｍＡ）

キロボルト（ｋＶ）

ミリアンペア（ｍＡ） 秒

キロボルト（ｋＶ）

マイクロファラッド（μＦ）

用途

第２０号様式

電話番号

ＦＡＸ番号

備付年月日

　　　年　　月　　日　

診療用エックス線装置備付届

　次のとおり診療用エックス線装置を備えたので、医療法第１５条第３項の規定により届け出ます。

放射線診療に従
事する医師、歯
科医師又は診療
放射線技師の氏
名及び経歴

病院
診療所

一般撮影・透視・ＣＴ・歯科用・その他（             　　　　）

台数

連続

台

　　　　年　　　月　　　日

（ ）

（ ）

診療用エックス
線装置に関する
事項 定格出力

所在地

型式

エックス線管の数

職種 放射線診療に関する経歴

短時間

蓄放式

氏名

第2�0号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

五
六

装置の接触可能表面から５
センチメートルで１．０ミ
リグレイ／時以下になる構
造

（

空
気
カ
ー

マ
率
）

の
遮
へ
い

エ
ッ

ク
ス
線
管
及
び
照
射
筒
の
利
用
線
錐
以
外
の
エ
ッ

ク
ス
線
量

最大受像面を３センチメートル超える部分を通過し
たエックス線が１５０マイクログレイ／時（接触可
能表面から１０センチメートル）

上記以外のエックス線装置、輸血用血液照射エック
ス線装置及び治療用エックス線装置

エックス線管焦点から１
メートルで１０ミリグレイ
／毎時以下かつ装置の接触
可能表面から５センチメー
トルで３００ミリグレイ／
時以下になる構造

エックス線管焦点から１
メートルで０．２５ミリグ
レイ／時以下になる構造

エックス線管焦点から１
メートルで１．０ミリグレ
イ／時以下になる構造

定格管電圧が５０キロ
ボルト以下の治療用
エックス線装置

定格管電圧が５０キロ
ボルトを超える治療用
エックス線装置

定格管電圧が１２５キ
ロボルト以下の口内法
撮影用エックス線装置

総

ろ

過

透

視

用

エ

ッ

ク

ス

線

装

置

□有
□無（医療法施行規則第３０条第２項第４号イに該当）

□無（医療法施行規則第３０条第２項第４号ロに該当）

有              ・              無

有              ・              無

 以下             ・            超える

 以下             ・            超える

一定時間経過時に警告音等を発することのできる透
視時間を積算するタイマー

高線量率透視制御

（アルミニウム当量２．５ｍｍ以上）

放

射

線

障

害

の

防

止

に

関

す

る

構

造

設

備

・

予

防

措

置

の

概

要

有              ・              無

有              ・              無

有              ・              無

有              ・              無

 以下             ・            超える

有              ・              無

有              ・              無

有              ・              無

（アルミニウム当量０．５ｍｍ以上)
又は

（モリブデン当量０．０３ｍｍ以上)

（アルミニウム当量１．５ｍｍ以上)

ｍｍＡｌ当量

　　　　ｍｍＡｌ当量

　　　　ｍｍＡｌ当量
　　　　又は

　　　　ｍｍＭｏ当量

上記以外の
エックス線装置

コンデンサ式高電圧
エックス線高電圧装置

定格管電圧７０キロボルト以下の口内法撮影用エッ
クス線装置

定格管電圧５０キロボルト以下の乳房撮影用エック
ス線装置

充電状態で照射時以外のと
き装置の接触可能表面から
５センチメートルで２０マ
イクログレイ／時以下にな
る構造

利用線錐以外のエックス線を有効に遮へいするため
の適切な手段

焦点皮膚間距離が３０センチメートル以上になるよ
うな装置又はインターロック

受像面を超えないように照射野を絞る装置

受像器を通過したエックス線が１５０マイクログレ
イ／時（接触可能表面から１０センチメートル）

患者への入射線量率が５０ミリグレイ／分以下
（高線量率透視制御装置の場合は、１２５ミリグレイ毎分以下）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

五
七

装
置

治
療
用

天井

床

□有
□無（医療法施行規則第３０条第４項第３号ただし書に該当）

定格管電圧７０キロボルト以下の口
内法撮影用エックス線装置

定格管電圧７０キロボルトを超える
口内法撮影用エックス線装置

以上              ・            未満

ろ過板が引き抜かれた場合、エックス線の発生を遮断
するインターロック（近接照射治療装置を除く。）

有              ・              無

□有
□無（医療法施行規則第３０条第４項ただし書に該当）

有              ・              無

有              ・              無

ＣＴエックス線装置

照射野絞り装置

エックス線管焦点皮膚間
距離が４５センチメート
ル以上

移動型及び携帯型エックス線装置及び手術中に使用するエックス線
装置は、エックス線管焦点及び患者から２メートル以上離れて操作
できる構造

エックス線管焦点皮膚間
距離が２０センチメート
ル以上

エックス線管焦点皮膚間
距離が１５センチメート
ル以上

エックス線管焦点皮膚間
距離が２０センチメート
ル以上

エックス線管焦点皮膚間
距離が１５センチメート
ル以上

エックス線管焦点皮膚間
距離が１５センチメート
ル以上

乳房撮影用エックス線装置
（拡大撮影を行う場合に限る） 以上              ・            未満

以上              ・            未満

以上              ・            未満

以上              ・            未満

以上              ・            未満

　
　
間
接
撮
影
装
置

　
　
胸
部
集
検
用

利用線錐が角錐型かつ受像面を超えない照射野絞り装
置

接触可能表面から１０センチメートルにおいて１マイクロ
グレイ／１ばく射以下となる受像器の一次遮へい体

１０センチメートルにおいて１マイクログレイ／１ばく射
以下となる被照射体周囲の箱状の遮へい物

撮

影

用

エ

ッ

ク

ス

線

装

置

使用の場所

 遮へい物を設ける場所
構造、材料、厚さ診

療

室

の

防

護

物

の

概

要

周囲の画壁
等の材質及
び厚さ等

（東）

エ

ッ

ク

ス

線

装

置

の

放

射

線

障

害

の

防

止

に

関

す

る

構

造

設

備

の

概

要

保管場所

保管場所の施錠

管理方法

□エックス線診療室内（室名:　　　　　　　　）
□エックス線診療室外（室名:　　　　　　　　）

有              ・              無

□装置のキースイッチの管理
（　　　　　　　　                       　）

エックス線管焦点皮膚間
距離が２０センチメート
ル以上

歯科用パノラマ断層撮影装置

移動型及び携帯型
エックス線装置

上記及び骨塩定量分析エックス線装
置以外のエックス線装置

移動型及び携帯型エック
ス線装置の保管状況

□有
□無（ＣＴエックス線装置に該当）
□無（口内法撮影用エックス線装置に該当）
□無（乳房撮影）

以上              ・            未満

遮へい物

その他の開口部

出入口の扉

監視用窓

（北）

（南）

（西）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

五
八

有              ・              無

有              ・              無

敷地内居住区域及び境界における実効線量が
２５０マイクロシーベルト／３月
以下となる措置

立入制限措置

管理区域を設ける場所

エックス線診療室である旨の標識

一室に複数台の装置を備える場合に同時照射防止措置 有              ・              無

放射線障害の防止に必要な注意事項 有              ・              無

使用中の表示 有              ・              無

□有
□無（箱状の遮へい物を有する胸部集検用間接撮影装置)
□無（医療法施行規則第３０条第４項第３号に規定する箱
　　　状の遮へい物を設けたとき、近接透視撮影を行うと
　　　き又は乳房撮影で必要な防護物を設けたときに該
　　　当）

有              ・              無

有              ・              無

有              ・              無

   　　別添図面のとおり

有              ・              無

有              ・              無

取扱者の被ばく測定器具

防護用具（防護前掛等）

エ

ッ

ク

ス

線

装

置

の

放

射

線

障

害

の

防

止

に

関

す

る

構

造

設

備

の

概

要

管理区域である旨の標識

管理区域

入院患者（診療により被ばくする放射
線を除く）の実効線量が１．３ミリシーベル
ト／３月以下となる措置

エックス線診療室と隔壁等で区画された操作室

敷地の境
界等

その他

隔壁等外側の実効線量が１ミリシーベルト／週以下となる
防護措置

境界における実効線量が１．３ミリシーベル
ト／３月以下となる措置



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

五
九

殿

管理者　住　所

氏　名 印　

名称

診療用高エネル
ギー放射線発生
装置に関する事
項

定格出力

第２１号様式

エックス線

職種氏名

メガ電子ボルト（ＭｅＶ）

メガボルト（ＭＶ）

電話番号

  次のとおり診療用高エネルギー放射線発生装置を備えるので、医療法第１５条第３項の規定により届け出

ます。

病院
診療所

所在地

（ ）

（ ）

ＦＡＸ番号

　　　年　　月　　日　

　山梨県知事

診療用高エネルギー放射線発生装置備付届

　　　　年　　　月　　　日使用予定開始時期

放射線診療に従
事する医師、歯
科医師又は診療
放射線技師の氏
名及び経歴

放射線診療に関する経歴

電子線

型式

台数

製作者名

台

第2�1号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

六
〇

天井

床

箇所

箇所

周囲の画壁等

（西）

（東）

非常口
出入口の数

通常出入口

監視用モニター等

（北）

（南）

移動型の場合の保管場所

診療用高
エネル
ギー放射
線発生装
置使用室
の放射線
障害の防
止に関す
る構造設
備

以下              ・            超える

有              ・              無

有              ・              無

有              ・              無

有              ・              無

耐火構造          ・        不燃材料

照射終了直後の不要放射線からの防護措置

発生管容器の漏洩放射線（利用線錐の放射
線量の１／１０００）

診療用高
エネル
ギー放射
線発生装
置の放射
線障害の
防止に関
する構造
設備

操作室

　　　　　　　　　　　　遮へい物

遮へい物を

設ける場所

建築物の構造

使用の場所

放射線発生時の自動表示装置

インターロック装置

エックス線装置の併設

有              ・              無使用室の標識

出入口の扉

有  ・  無  （　　　  　　   　　　　　）

有              ・              無

使

用

室

の

防

護

物

の

概

要

構造、材料及び厚さ

　

六
〇



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

六
一

そ
の
他

診療用高
エネル
ギー放射
線発生装
置使用室
の放射線
障害の防
止に関す
る予防措
置の概要

有              ・              無

出入口の使用中自動表示

管

理

区

域

画壁等外側の実効線量が１ミリシーベルト
／週以下となる措置

境界における実効線量が１．３ミリ
シーベルト／３月以下となる措置

立入制限措置

有              ・              無

取扱者の被ばく測定器

有              ・              無

有              ・              無

放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示

管理区域を設ける場所

標識

敷地内居住区域及び境界における実
効線量が２５０マイクロシーベルト
／３月以下となる措置

入院患者（診療により被ばくする放
射線を除く）の実効線量が１．３ミ
リシーベルト／３月以下となる措置

有              ・              無

敷
地
の
境
界
等

有              ・              無

有              ・              無

　　　 別添図面のとおり

有              ・              無



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

六
二

第２２号様式

管理者　住　所

氏　名 印　

名称

　　　　年　　　月　　　日使用予定開始時期

型式

  山梨県知事　　殿

ＦＡＸ番号

氏名

所在地

放射線診療に関する経歴

台数

電話番号

製作者名

（ ）

台

メガ電子ボルト（ＭｅＶ）

メガボルト（ＭＶ）

　　　年　　　月　　　日　

（ ）

　次のとおり診療用粒子線照射装置を備えるので、医療法第１５条第３項の規定により届け出ます。

病院
診療所

診療用粒子線照射装置備付届

診療用粒子線照
射装置に関する
事項

放射線診療に従
事する医師、歯
科医師又は診療
放射線技師の氏
名及び経歴

定格出力

電子線

エックス線

職種

第2�2号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

六
三

箇所

箇所

有 ・ 無

　 （ ）

診療用粒
子線照射
装置の放
射線障害
の防止に
関する構
造設備の
概要

　　　　　　　　　　　　遮へい物
遮へい物
を設ける場所

使用室の標識

床

天井

使
用
室
の
防
護
物
の
概
要

エックス線装置の併設

放射線発生時の自動表示装置

インターロック装置

照射終了直後の不要放射線
からの防護措置

発生管容器の漏洩放射線（利用線錐の放射
線量の１／１０００）

出入口の数

出入口の扉

その他の開口部

周囲の画壁等

（監視用窓）

（北）

（南）

有              ・              無

 以下             ・            超える

構造、材料及び厚さ

有              ・              無

有              ・              無

（西）

（東）

診療用粒
子線照射
装置使用
室の放射
線障害の
防止に関
する構造
設備の概
要

非常口

有              ・              無

（ 移 動 型 ・ 固 定 ）

有の場合
その用途

通常出入口



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

六
四

診療用粒
子線照射
装置及び
使用室の
放射線障
害の防止
に関する
予防措置
の概要

診療用粒子線照射装置使用室　・　それ以外使用場所の制限

有              ・              無

敷地内居住区域及び境界における実効線量
が２５０マイクロシーベルト／３月以下と
なる措置

遮へい壁その他の遮へい物を用いる
ことによる放射線の遮へい

管

理

区

域

境界における実効線量が１．３ミリ
シーベルト／３月以下となる措置

有              ・              無

立入制限措置

有              ・              無

放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示

有              ・              無

従
事
者
等
の
被
ば
く
防
止

有              ・              無

   　　別添図面のとおり

入院患者（診療により被ばくする放射線
を除く）の実効線量が１．３ミリシーベル
ト／３月以下となる措置

遠隔操作装置又は鉗子を用いること
その他の方法による装置と人体との
間に適当な距離を設ける措置

有              ・              無

管理区域である旨の標識

有　　・　　無

有　　・　　無従事者向け

管理区域を設ける場所

患者向け

人体が放射線に被曝する時間を短く
すること

　　フィルムバッチ・ポケット線量計・ＴＬＤ・
　　アラームメータ・その他（　　　　　　）

有              ・              無

有              ・              無

被ばく量測定器



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

六
五

管理者　住　所

氏　名 印　

名称

　山梨県知事　　殿

（ ）

装備する放射性同位
元素の数量

装備する放射性同位
元素の種類

診療用放射線照
射装置に関する
事項

用途

型式及び個数

製作者名

（ベクレル）

　　　　年　　　月　　　日予定使用開始時期

放射線診療に従
事する医師、歯
科医師又は診療
放射線技師の氏
名及び経歴

氏名 職種 放射線診療に関する経歴

　　　年　　月　　日　

第２３号様式

ＦＡＸ番号

診療用放射線照射装置備付届

電話番号

　次のとおり診療用放射線照射装置を備えるので、医療法第１５条第３項の規定により届け出ます。

所在地

病院
診療所

（ ）

第2�3号様式



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
五
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
日

六
六

天井

箇所

箇所

　　　　　　　　　　　　遮へい物
遮へい物
を設ける場所

建築物の構造

照射口開閉用遠隔操作装置

使用の場所

二次電子ろ過板

放射線源収納容器の漏洩放射線７０マイク
ログレイ／時（線源から１ｍ）

放射線発生時の自動表示装置

インターロック装置

エックス線装置の併設

有              ・              無

　非常口

通常出入口

診療用放
射線照射
装置の放
射線障害
の防止に
関する構
造設備の
概要

診療用放
射線照射
装置使用
室の放射
線障害の
防止に関
する構造
設備の概
要

（西）

（南）

（北）

出入口の扉

使

用

室

の

防

護

物

の

概

要

出入口の数

使用室の標識

周囲の画壁等

有              ・              無

 以下             ・            超える

      耐火構造          ・        不燃材料

有              ・              無

有              ・              無

有              ・              無

有  ・  無  （　　　    　　　　　　　　）

構造、材料及び厚さ

有              ・              無

有              ・              無

（東）

床

操作室

監視用モニター等


